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座間市新設認可保育所の整備・運営法人募集要項 

 

１ 目的 

この要項は、本市の待機児童の解消を目的として、新設認可保育所を整備し、運営する

法人（以下「運営法人」という。）を募集するに当たり、必要な事項を定めるものです。 

 

２ 施設概要 

⑴ 定員 ７５人以上 ※０歳の定員を０人とする事業計画も可とする。 

⑵ 形態 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３５条第４項に定める認可保育所 

⑶ 園舎 運営法人が、相模が丘１丁目～６丁目、相武台１～４丁目又は広野台１，２丁

目地内の物件を調達し、保育所として使用できる状態に改修して開設するものとする。 

⑷ 開設時期 令和７年４月１日 

 

３ 整備条件 

⑴ 建築物の所在地が「相模が丘」、「相武台」又は「広野台」のいずれかであること。 

⑵ 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）等の関係法令を遵守し、建築していること。 

⑶ 既存建築物を使用する場合は、建築確認検査済証の発行が確認できること。 

⑷ 建築物の耐震性が認められること。 

⑸ 神奈川県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２５年条例第

５号）及び同施行規則（平成２５年規則第１２号）に適合すること。 

⑹ 屋外遊戯場が整備できない場合は、代替となる近隣公園等が確保できること。 

⑺ 令和７年３月１日(土)までに完了検査を実施できる整備計画であること。 

 

４ 応募資格 

次の条件を全て満たす法人に限り応募することができる。 

⑴ 令和６年１月１日現在、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３９条に定める

認可保育所、同法第６条の３第１０項に定める小規模保育を行う施設、同法第５９条の

２に定める届出をしている認可外保育施設又は就学前の子どもに関する教育、保育等の

総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第２条第６項に定める認

定こども園（以下「認可保育所等」という。）を運営している法人で、法人として認可保

育所等の運営実績が応募書類の提出時点で３年以上あること。 

⑵ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定及び次のア～エ

のいずれにも該当しないものであること。 

ア 手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過しないもの 

イ 申込日前６か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出したもの 
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ウ 法人税、消費税、地方消費税、市町村民税、都道府県民税、固定資産税、都市計画

税、事業税及び本市が課している税を滞納しているもの 

エ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始の申立て又は民

事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続き開始の申立てがなされて

いるもの 

⑶ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

２号に掲げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行う法人でないこと。また、役員等

が同法第２条第６号に掲げる暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しな

いものに該当しないこと。 

⑷ 保育事業に対する熱意と識見があり、新たに保育所を運営するために必要な経営基盤、

社会的信用及び保育所の安定した運営を適切に行う能力を有すること。 

⑸ 直近３年間において、不適切な保育により行政指導を受けていないこと。 

⑹ 運営法人自ら市の指定する区域内に保育所が開所できる物件を確保できること。 

⑺ 定員数を満たす児童を受け入れるため、運営法人自ら必要な保育士を確保できること。 

⑻ 宣誓書の記載内容を確約できること。 

⑼ 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）、

国の通知、通達、条例、認可要綱等の関係法令、規定及び市の指導を遵守すること。 

⑽ 本募集に係る保育所の整備・運営は、待機児童の解消が目的であるという認識を持ち、

本市の保育施策に協力すること。 

 

５ 応募方法 

応募を希望する法人（以下「応募法人」という。）は、本要項、「整備に関する資料」

（資料１）、「審査基準書」（資料２）、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）、同

法施行規則（昭和２３年省令第１１号）、神奈川県児童福祉施設の設備及び運営に関する

基準を定める条例（平成２５年条例第５号）、同条例施行規則（平成２５年規則第１２号）、

保育所設置認可に係る審査基準及び保育所設置認可に係る行政指導指針等の関係規定を

確認の上、次のとおり申込書等を提出すること。 

⑴ 提出方法 

ア 提出期限 

令和６年５月２日（木）午後５時００分まで（平日のみ。正午～午後１時を除く。） 

イ 提出書類 

別添の「提出書類一覧」（資料３）のとおり。 

※申込書等は、市ホームページから入手すること。 

※全てＡ４サイズ縦（縮小すると判読困難なものについては、折り込み可）にそろえ、

フラットファイル等を用い、インデックスを付けること。提出部数は、正本１部、
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副本７部とする（副本は、正本の複写で構わない。）。 

ウ 提出方法 

事前に電話連絡の上、持参すること。 

エ 提出場所 

〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目１番１号 座間市役所２Ｆ 

座間市こども未来部保育・幼稚園課施設整備係 

オ その他 

ａ 提出した資料の変更は認めない。ただし、市が必要と認めたときは、追加・補正

資料の提出、内容の説明等を求める場合がある。 

ｂ 本申込に係る一切の経費は、応募法人の負担とする。 

ｃ 図面等の申請を含めた施設整備に掛かる費用、開所前の職員の研修費用等法人の

運営に掛かる費用についても、全て応募法人の負担とする。ただし、国、県及び市

が予算の範囲内で交付する補助金については、別途協議する。 

⑵ 事前相談 

応募法人は、必ず事前相談を申し込むこと。 

事前相談時には、整備する保育所の概要（位置図、平面図、定員数）が分かるものを

持参すること。 

期間：令和６年４月２２日（月）午前９時００分～４月２６日（金）午後５時００分 

（正午～午後１時を除く。） 

⑶ 質問 

本要項に関する質問は、次のとおり受け付ける。 

期間：令和６年４月２２日（月）午前９時００分～４月２６日（金）午後５時００分 

方法：「募集要項に関する質問票（第８号様式）」に記入の上、ＦＡＸ又は電子メールで

提出すること。回答は、４月３０日（火）までに市ホームページで公表する（質

問者は公表しない。）。 

⑷ プレゼンテーション、ヒアリング審査 

ア 応募法人は、提出書類の内容について、プレゼンテーションを行うこと。 

イ パソコン等の機器は、応募法人が準備すること。 

ウ プロジェクター等は、本市で準備することもできるので、必要な場合は事前に申し

出ること。 

エ プレゼンテーションを行う際は、必ずしもパソコンを使用する必要はない。 

オ ヒアリングには、法人代表者（市が実施するヒアリングにおいて、その発言に対し

責任を持ち、実施できる立場にあるもの）が出席すること。 

なお、出席者は、３人までとする。 
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６ 選定方法 

⑴ 座間市認可保育所の公募に係る選定委員会において、書類審査及びプレゼンテーショ

ン、ヒアリング審査により選考する。審査内容については、「審査基準書」（資料２）を

確認すること。 

提出書類に疑義がある場合は、回答期限を設定した上で、申込書に記載の担当者宛に

電子メールで質問することがある。 

⑵ 選考において重視する事項は、次のとおり。詳細は、「審査基準書」（資料２）に定

める。 

重視するもの 

定員数（待機児童を解消できる内容か） 

配慮が必要な児童の受入れ（医療的ケア児等） 

その他有益であると認められるもの 

⑶ 運営法人は、座間市認可保育所の公募に係る選定委員会の報告を受けて、市長が決定

する。 

⑷ 選定結果は、市ホームページで公表するとともに、令和６年４月末頃に書面をもって

応募法人に通知する（遅れる場合は、事前に通知する。）。 

⑸ 次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

ア プレゼンテーション、ヒアリング審査に参加しなかった場合 

イ 提出書類が本要項に記載の応募条件を満たさなかった場合 

ウ 提出書類に虚偽の記載があった場合 

エ 審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

オ その他関係法令及び本要項に違反すると認められる場合 

⑹ 審査結果通知により運営法人として決定された場合であっても、その後、本要項等や

条例等の関係規定に基づいた保育所を整備できない事情が発生した場合及び県の設置

認可が受けられない場合には、運営法人としての地位を取り消す場合がある。その場合、

応募に係る経費などの補てん、補償はしない。 

⑺ 審査結果等の問合せには、一切応じない。 

 

７ スケジュール 

本事業における運営法人の募集、選定スケジュールは、次のとおり（既述の内容を含む。）。 

項目 予定 

募集の公表 令和６年４月２２日（月） 

募集要項に関する質問受付 令和６年４月２２日（月）～４月２６日（金） 

事前相談 令和６年４月２２日（月）～４月２６日（金） 



- 5 - 

募集要項に関する質問への回答の公表 ～令和６年４月３０日（火） 

申込書等の提出期限 令和６年５月２日（木）午後５時００分 

選定委員会（書類審査・プレゼンテー

ション、ヒアリング審査） 

令和６年５月７日（火）～５月９日（木） 

（いずれか１日程度） 

最優秀事業者決定・公表 令和６年５月中旬頃 

※スケジュールは、予告なく変更する場合がある。 

 

８ 留意事項 

⑴ 本要項の記載内容は、国及び市の制度改正に伴い変更する場合がある。 

⑵ 本要項に定めのない事項又は疑義が生じた際は、座間市認可保育所の公募に係る選定

委員会で協議の上、決定事項を応募法人に通知する。 

⑶ 提出書類は返却しない（提出書類は、運営法人の選考以外の目的には使用しない。）。 

⑷ 提出書類に記載された内容について、関係機関（官公庁、金融機関等）に問い合わせ

ることがある。 

⑸ 審査の結果、いずれの事業者からも本要項に規定する応募条件に見合う事業計画書の

提出がなかった場合は、再募集することがある。 

 

９ 問合せ先 

座間市こども未来部保育・幼稚園課施設整備係 

電 話 ０４６－２５９－９０６５（直通） 

ＦＡＸ ０４６－２５５－５０８０ 

Ｅmail hoiku@city.zama.kanagawa.jp 

ホームページ http://www.city.zama.kanagawa.jp 
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